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重度身体障がい者等住宅改造費助成制度について 

 

 

（重度障がい者等住宅改造費助成制度の概要） 

重度身体障がい者等が在宅で安心して生活が送れるよう、対象者の身体状況や日常生活動作に応じて

住宅の改造が必要な場合に、予算の定める範囲においてその費用を助成します。 

 

 

 

（障がい福祉制度の住宅改修） 

 障害者総合支援法に基づくサービスで、障がい者の日常生活がより円滑に行われるための給付制度

（日常生活用具の給付・貸与制度）があります。この中に、「住宅改修費」という項目があり、福祉用具

等の設置に伴う工事費の補助制度（上限額 20 万円）があります。また、障がい等級や内容によっては

「移乗・移動支援用具」として「手すり」や「スロープ」などの給付を行うことも可能です。 

 

 

 

（制度の優先順位） 

障がい福祉制度の住宅改修も介護保険の住宅改修と同様に国の制度ですが、介護保険制度が優先され

ます。したがって、改修を必要としている方が介護保険の対象となる場合は、先に介護保険の認定を受

け、介護保険の住宅改修の手続きをしていただくことになります。 

 

 

 

（住宅改修と住宅改造について） 

○ 制度の違い 

・住宅改修は対象工事が決められていますが、住宅改造は、住宅改修の対象とならない工事であって

も、障がい者等の身体状況を勘案し必要であると認められることがあります。 

・理学療法士、建築士、障がい福祉課職員で構成されるチームが、現地調査や見積審査を行います。 

・工事内容が決定した後、補助基準単価に基づいた見積審査を行い、対象工事にかかる必要最小限の

費用（補助対象経費）の決定を行います。 

 

 

○ 制度の併用 

介護保険の住宅改修、及び、障がい福祉の住宅改修と住宅改造の併用が可能です。既に、住宅改修を

利用している場合は、住宅改造単独での利用も可能です。 

 



令和６年１月 

 

2 

 

（補助対象） 

重度身体障がい者等住宅改造の対象は、次の①～④を全て満たす世帯です。 

① 下記のいずれかに該当する障がい者がいる世帯。 

・下肢または体幹機能障がいが含まれる身体障がい者手帳１・２級 

・体幹機能障がい３級 

・下肢機能障がい３級 

・療育手帳Ａと下肢または体幹機能障がいの身体障がい者手帳（等級は問わない）の両方を所持し

ている 

② 生計中心者（世帯で一番収入の多い方）の前年所得税額が７万円以下であること。 

③ 対象者が本市に住民票を置き、居住していること。 

④ 過去に住宅改造助成（高齢介護課の○旧高齢者住宅改造助成も含む）を受けていないこと。 

 

（補助金額）  

生計中心者の前年の所得税額 

（１～６月申請は前々年分） 
補助金額 補助金の上限額 

生活保護、所得税非課税 補助対象経費※の１０／１０ ８０万円 

所得税額 １円 ～ ４０，０００円 補助対象経費※の２／３ ５３３，３３３円 

所得税額 ４０，００１円 ～ ７０，０００円 補助対象経費※の１／２ ４０万円 

所得税額 ７０，００１円～ 制度対象外 

 

※補助対象経費  

調査や見積審査の結果、本制度の補助対象として認められる工事にかかる、必要最小限の費用のこと

です。 

補助対象にならないもの 

・必要とされる改造内容に関連性のないもの 

・本制度の趣旨になじまない改造内容 

・補助基準単価を超える費用 

 

（注意点） 

○ 許可前に、工事を行われた場合は助成対象外となります。 

○ 現地調査等を行い、希望工事が本制度の助成対象となるかを判断します。 

○ 調査等の結果、希望と異なる工事案を提示することもあります。 

○ 新築や増築、修繕は助成対象外です。 

○ 補助金の申請は、助成される金額に関わらず、同一世帯につき原則として１回限りです。 
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（介護保険住宅改修と重度身体障がい者等住宅改造を併用する際の流れ） 

１. 相談受付  

・障がい福祉課へ相談受付に来ていただきます。 

【必要なもの】 

見積書、図面（改修前・改修後）、写真（日付入り）、身体障害者手帳（コピー可）、 

事前に所得税額を確認する場合は、所得税額を確認できる資料又は承諾書。 

       

      

２. 資格・工事内容の確認  

・障がい福祉課から高齢介護課へ、対象者の資格及び住宅改修費の残高確認、申請書類での工

事内容の確認を行います。 

 

 

 

３.事前調査 （障がい福祉課担当者） 

・障がい福祉課担当者が対象者宅を訪問し、聞き取り調査を行います。 

 

 

 

４.本調査 （理学療法士、建築士、障がい福祉課担当者） 

・住宅改造推進チームが対象者宅を訪問し、現地調査を行います。 

・改造プランの提示を行い、工事内容が確定します。 

 

 

５.業者説明 （施工業者、建築士、障がい福祉課担当者） 

・本調査にて確定した改造プランを、対象者宅にて施工業者へ説明します。 

・説明した内容での図面・見積を後日ご提出いただきます。 

※本調査にて工事内容に追加や変更が生じた場合は、写真の追加提出や見積・図面の修正が必

要となります。 

 

６.【障がい福祉 住宅改造】申請  

・本調査を経て確定したプラン内容で、対象者から障がい福祉課に申請していただきます。 

【必要なもの】申請書、家主承諾書・誓約書（借家の場合） 

 

    

７.見積・図面審査  

・図面・見積を審査します。 

・介護保険住宅改修分と障がい福祉課住宅改造分の振り分けを決定します。 

・事前申請書（障がい併用）、工事内容決定通知書（見積額確定）をお渡しします。 

 

（裏面に続く） 
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８.【介護保険】事前申請  

・高齢介護課へ住宅改修事前申請を行っていただきます。 

【必要なもの】事前申請書（障がい併用）、工事内容決定通知書（見積額確定）、見積書、図面、 

写真（日付入り）、委任状、住宅改修が必要と認められる理由書、住宅所有者の承諾書 

 

９.交付決定  

・障がい福祉課で補助金交付の決定および高齢介護課での着工の可否について審査を行います。 

・対象者へ補助金交付決定通知及び着工可とした事前申請書の写しを送付し、施工業者へ電話

連絡を行います。 

⇒着工許可 

    

＊ここまでに２～３ヶ月程度かかります＊ 

 

工事完了 

 

10.竣工検査 （施工業者、建築士、障がい福祉課） 

・工事が適切に行われているかを確認します。 

・不備がある場合は、是正を依頼します。 

【必要なもの】工事後の写真（現物及びデータ）、対象者宛ての請求書（写し） 

・対象者からは、実績報告書を提出していただきます。 

 

 

11.【介護保険】事後申請  

・高齢介護課へ住宅改修事後申請を行っていただきます。 

【必要なもの】介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書、領収書（原本）、事後写

真（日付入り）、事前申請書のコピー 

 

12.補助金額確定  

・障がい福祉課及び高齢介護課で補助金額・給付費の確定を行います。 

・対象者から、補助金交付請求書を提出していただきます。 

・対象者へ補助金確定通知・支給決定通知を送付します。 

 

13.補助金支払  

・障がい福祉課の補助金支払いは、対象者又は施工業者の口座へ振込みを行います。 

・補助金の支払は、障がい福祉課・高齢介護課それぞれ行います。 

 

14.事後モニタリング  

・工事後の使い勝手等を確認するため、住宅改造推進チームによる訪問を行います。 

  

八尾市 障がい福祉課 障がい福祉係  ０７２－９２４－３８３８（直通） 


